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NA WAKURA， Akio 

本研究は、 1980年代以降の韓国農村において世帯聞の所得格差が拡大した過程を、韓国政府の農村

政策の変化と、それによる農村部の社会ネットワークの変化という観点から分析するものである。

1980年代以降の韓国の農村政策は、農家一戸当たりの耕地面積を拡大し、農業機械を活用した効率

的な生産を実現することによって、農作物の価格競争力を強化することに主眼が置かれていた。これ

は、貿易自由化によって農業分野の対外開放を進めざるを得なくなったという、外生的な要因にも影

響されて採用された方針で、あった。しかし、 2000年代に入札発展途上国から低価格の農産物が流入

するようになったことでこの方針は転換され、近年の韓国農業政策は、農村部に地縁的共同体を形成

し、その活性化を図りつつ、高付加価値の農作物を生産させるものへとシフトしてきている(深川、

2013、p.89;ソン・ジングン、 2012、pp.8-10 ;イ・ヨンギ、 2012、pp.6-14)。

しかし、この共同体形成と高付加価値志向を同時に含む農業政策を実施するに当たり、韓国農村の

多くの地域では、村落内に著しい世帯問所得格差が存在すること、およびその格差ゆえに農家聞の紐

帯意識が阻まれている点が指摘されている(朝鮮日報、 2012年3月19日付)。実際、韓国の稲作農業は、

判専士後期課程政治経済学研究科政治学専攻
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全営農世帯の約2割が一戸当たり 5ha以上の土地を耕作し、またそれら大規模農家の大型機械運用

率が9割に達する一方、残りの約8割の世帯が一戸当たり 2ha以下の耕作地を、農業機械を保有す

ることなく営農するという両極化の構造を示している。兼業農家の比率が40%に満たない韓国では、

この農業所得の格差を緩和する収入源は乏しい。こうした格差について先行研究は、大規模農家育成

による効率性追求(加藤、 1998)や農民間の人的資本の不均等(高安、 2009) といった原因を指摘し

ている。他方でこれらの先行研究は、上述のニ極化が、韓国農村住民の相互関係や営農形態にどのよ

うな変化をもたらしたのかを説明していない。

こうした点を踏まえて本研究は、韓国農村部における上述の両極化が、地域コミュニティやネット

ワークといった人的つながりの観点からはどのように説明されるのか、動態分析を行う。分析にあ

たっては、上記両極化が地域共同体形成を阻む要因として問題視されていること、および現在の韓国

農村に多大な影響を与えた1970年代のセマウル運動が、上からの地縁的共同体形成を企図するもので

あった点を考慮し、社会ネットワークの視点を用いる。具体的には、韓国の農村において形成される、

稲作営農のための社会ネットワークが、農家間所得格差の拡大した1980年代にどう変化したのかを見

ていく。ただし、社会ネットワークをめぐっては必ずしも明確な定義づけがなされているとは言い難

い。そのため、以下の1.ではまず、本稿で扱う社会ネットワークの定義付けを行う。

1.で社会ネットワークの定義付けを行った後、 2. では1960年代、 3. では1970年代の韓国農村

における社会ネットワークについて、その特徴と変化を見ていく。その後、 4. で1980年代における

農村政策の変化と、その変化が農村における社会ネットワークに与えた影響をレビューする。そして、

5. で1980年代韓国農村における社会ネットワークが、農村住民のうち大規模農家のみを構成員とし、

小農を消極的に排除する形で、再編されていったことを示す。

1.社会ネットワークをめぐる理論的検討

社会諸科学における社会ネットワーク (socialnetworks)論は、ある社会の構成員が得る便益の多

寡を、本人の能力や資産の従属変数としてのみ見るのではなく、他のメンバーとの関係にも影響され

るものとして捉えるものである (Falkand Kilpatrick， 2000， pp. 89-90)。しかし、具体的に何を以って

他のメンバ}との関係と位置付けるのか、他者との関係から得られる便益にはどのようなものがある

のか、研究者の間で共通した定義がなされているとは言い難く、文献によって様々な定義付けがなさ

れているのが現状である。

政治学において社会ネットワ}ク論を分析モデルとして導入した鴨矢としては、パットナム

(Putnam， 1992)が挙げられる。彼は、イタリア圏内で民主主義のパフォーマンスに地域差があること

を説明する変数として、地域住民の相互信頼関係と規範意識の強弱を挙げ、それらの総和をソーシャ

ル・キャピタル (socialcapital)と呼んだ (Pu凶 am，1992，pp. 76-82)。パットナムの著書はその後政治

学におけるコミュニティ研究に大きな影響を与えており、ハースト (Hirst，1999)の組織民主主義論
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(associative democracy)も、そうした一例であると言える。ハーストは、民主主義体制下におけるガ

パナンスのあり方として、住民が居住する地域のクラブ活動などに積極的に関与し、相互の信頼と規

範意識を醸成することが好ましいとした上で、このようなガパナンスのあり方を産出哉民主主義と呼ん

でいる (Hirst， 1999， pp. 44-56)が、住民の信頼や規範を当該地域の政治的・経済的パフォーマンスに

対する説明変数とする点からは、パットナムの影響が明瞭に読み取れる。

ノfットナムやハーストのモデルが、メンバー相互の社会的つながりを地域社会のパフォーマンス改

善につながる要素として捉えているのに対し、リン (Lin，2002)は、個々のメンバーが人的つながりか

ら得る便掻を強調した議論を展開している。彼は社会ネットワークを、あるコミュニティに属するメ

ンバーが他のメンバーとの聞に形成する相互関係Cinteraction) と定義づけ、その相互関係から当該

メンバーが得られる便益をソーシャル・キャピタルと呼んでいる (Lin，2002， pp. 19-20)。ソーシャル・

キャピタルという言葉を用いる点では、リンはパットナムやハーストと共通しているが、パットナム

らがこの概念をコミュニティ全体のパフォーマンスを向上させる要素と定義しているのに対し、リン

はコミュニティ内の個別のメンバーが受ける便益につながるものとして、ソーシャル・キャピタルを

位置付けている。

このように、いずれの論者も、一定の地域内のメンバー同士による相互関係を社会ネットワークな

いしソーシャル・キャピタルと呼ぴ、それらの相互関係が政治的、経済的、あるいは社会的な便益を

生み出すと主張している点は共通している。ただ、その便益をどのような観点で測るのかという点に

おいて、各論者のモデルには差異がある。パットナムやハーストがガパナンスの機能という地域全体

の視点から便益の多寡を測ろうとしているのに対し、リンは個々のメンバーという視点から便益の測

定をすることを主張している。このうち、韓国農村内部における両極化を扱うという本稿の趣旨を考

える時、より示唆に富むのはリンのモデルである。農村内部において農家の生活水準が両極化してい

るという現象は、勿論土壌や気候といった自然条件に左右された結果である可能性も考えられるが、

同時に、同一の地域に住んで、いる者同士でも、地域の住民関係に加わること、およびその関係から便

益を得られる度合いが均一ではないという可能性をも示している。

それゆえ本研究においては、リンの先行研究に従って社会ネットワークを、同一の農村集落内に住

む人々の相互関係の蓄積と定義し、当該相互関係を通じて個々の住民が得られる営農上の便益を見て

いくものとする。この相互関係には、同一集落に居住することから生じる地縁、親族同士の血縁など

が含まれる。また、ここで住民が社会ネットワークから得られる便益の具体的な例としては、農業器

具の貸し借りや共有、収穫期の共同作業などが挙げられる。韓国農村における農家の両極化は、こう

した便益をもたらすものとしての社会ネットワークにアクセスできない農家が発生した過程と考えら

れ、本稿2.以降では、両極化の過程で社会ネットワークにアクセスできない農家がどのようにして

形成されたのかを見ていく。

尚、本稿において考察対象とする農村集落内の住民関係は、必ずしも固定的なメンバーシッブや組

織、規約に裏打ちされたものとは限らない。樋渡 (2008)が指摘するように、経済的便益を住民にも
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たらしうる社会ネットワークは必ずしも固定的な組織を持っているとは限らず、むしろ外部との境界

線が陵昧だ、ったり、重層的な人間関係を持っていることが一般的である。以下では、朝鮮王朝・日本

統治時代より続いてきた地主制度が解体された1951年の農地改革以降、韓国の農村部で形成された社

会ネットワークの特徴について見ていく。

2.農地改革後の韓国農村における社会ネットワーク

韓国農村部における社会ネットワークは、その機能面において、極めて強固かっ閉鎖的な血縁関係

と役割分担を形成している。日本統治時代以前より儒教に基づく社会慣行が形成されている韓国で

は、共通の出身地と祖先を持つ血縁者を同姓岡本と呼ぴ、同姓岡本の者同士が職業選択、婚姻、引越

などの面で協力関係を維持してきた(イ・マンガプ、 1981、pp.180-200)。同姓岡本のメンバーシップ

は日本の家系図にあたる族譜によって明確に規定され、メンバー相互の紐帯は、旧正月や旧盆に行わ

れる祭杷に一族の成人男性全員が集まることによって定期的に確認、強化されてきた。同姓同本のメ

ンバー同士の便益供与は一族の当主によって厳格に管理され、その管理は先祖に対する祭杷権の世襲

という形で複数世代に渡って継承されてきた(イ・マンガプ、 1981、pp.180-200)。韓国社会で見られ

るようなこうした血縁の機能は、必ずしも世界各国で見られるものではない。例えば樋渡 (2008)は、

ウズベキスタンの農村社会における共同体の機能を分析する中で、ウズベク人が祭杷や冠婚葬祭を血

縁ではなく社会ネットワークを基盤として営んできたことを明らかにしている。この点、韓国の農村

社会は、上述のように祭杷が血縁集団による事項とされており、ウズベキスタン農村社会との聞に明

確な差異を有している。

しかし、このような強固な血縁的関係は、縁戚同士が必ずしも近隣に住んで、いる訳ではないことか

ら、日常的な営農活動に用いるには不向きなものであった。これに対して社会ネットワークは、日常

生活における便益の融通を担うものとして機能してきた。例えば、営農や起業に際して融資を受ける

必要がある場合、遠隔地に住む同姓岡本の者から資金を借りることは忌避され、代わりに上下関係の

比較的緩やかな地縁的関係を通じた資金調達がなされるのが一般的である(伊藤、 1974、p.183)。こ

の点は、同じ東アジアでも、中圏内陸地域で血縁関係が農村住民の資金融通に大きな役割を果たして

いる(関根ほか、 2013)事実と大きな違いを見せている。

こうした役割分担は、農村住民にとって社会ネットワークが重要でないということを意味するもの

ではない。 1951年の農地改革によって、韓国の農耕地は全体の70%が小作地から自作地に転換され、

農民の80%を小作農から自作農へと転換することに成功したが、これによって l世帯当たりに与えら

れた耕作地面積は 2haに満たなかった(倉持、 1994、pp.192-199)。狭陸な農地を各農家が個別に耕

作することは低効率を招来するが、かといって世帯当たりの耕地面積を拡大するべく農地の貸借を行

うことは、農地改革の趣旨に反するものであったにそこで各農家は、日常的な営農活動に関して地

縁ベースのネットワークを形成することで、狭障な耕地面積からくる農業生産の低効率を回避したの
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である。

社会ネットワークをベースとした農業活動の典型例として挙げられるのが、プマシと呼ばれる共同

農作業である。稲作を主力とする韓国の農業は、毎年春の田植えと秋の収穫時に繁忙期を迎えるが、

この時期に同じ集落に住む農民同士が協力し、互いの耕作地での作業を手伝うというのがプマシであ

る。勿論、田植えと収穫の時期が極度に多忙となる稲作を共同作業のみで賄うことが必ずしもできた

訳ではなく、実際にはモスムと呼ばれる、賃金を受け取って農作業に従事する農業労働者2もいたが、

その人数はできるだけ抑制され、自作農同士が相互にプマシを行うことで労賃を相殺することが一般

的であった(倉持、 1994、pp.149-154)。また、プマシの日程調整とモスムの調達人数については、農

家同士が対等に話し合う会議の場で決められた(伊藤、 1974、pp.223-225)。話し合いの場は、マウル

と呼ばれる200-300人程度の村落を単位として設けられるのが主流であったが、その管理を担うのは

村長とは必ずしも限らず、特定の指導者を設けずに運営されていた場合も少なくなかった(伊藤、1974.

イ・マンガプ、 1981)。

農作業をめぐる互助関係と並び、韓国農村における社会ネットワークとして機能していたのが、契

と呼ばれる経済活動であった。契とは、本来は任意の住民が数名ないし数十名の規模で集まり、全員

同額の資金を拠出し、日本の講に相当する相互金融や、趣味、資材の共同購入などの活動を行うこと

を意味する(伊藤、 1974、p.212)。従って、原義的には任意の住民が行う共同行為全般をさして契と

呼ぶことができる。しかし、契の中でも相互金融は突出して件数が多く、また経済的な役割において

も抜きん出て重要な存在とみなされてきた(倉持、 1994;伊藤、 1974)。契は、一旦資金を集め、その

運用を始めてしまうとメンバーの出入りが難しくなるが、資金の運用が一区切りついた後にメンバー

を組み替えることは可能だ、ったほか、一人の住民が複数の契に同時加入することも制限されていな

かった。また、それぞれの契には責任者がいたものの、その役割はメンバーへの連絡、資金の管理、

およびその調整業務などに限られており、メンバーに対して指示を下したり、契を指導する存在では

なかった(伊藤、 1974、p.212)。こうした点から、三浦 (2005)も指摘しているように、韓国農村の

社会ネットワークはメンバーシップの明確な共同体という形をとっておらず、重層的に張り巡らされ

ていた緩やかな互助関係という形をとっていたと見ることができる。

農地改革後の韓国農村に社会ネットワークが重層的に張り巡らされていたことは、住民の立場から

見ると、近隣住民と関係を持ち、そこから便益を得る機会か複数存在していたことを意味する。ある

契に加入する機会を逃し、相互金融に基づく融資を受けることができなかったとしても、別の契に加

入することで融資を受けられるようになるなど、この重層性は、農村住民が社会ネットワークにアク

1 1990年代まで農地法が制定されなかった韓国では、本来時限立法であった農地改革法が40年余りに渡って農村部の

土地所有制度を規定していた。同法では農家 l戸当たりの保有農地が3haを下回ることが規定されていた(カン・

ジョンイルほか、 1993)。
2 モスムは、地主から土地を借りて耕作する小作農とは違い、自作農の作業を補助することを業務内容としていた。

朝鮮王朝時代は被差別階級の職業とされていたが、 20世紀に入ってからは季節労働者としての側面を強く持つように

なった(嶋、 1986.倉持、 1994)
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セスできる確実性を高めていたと見ることができる。

プマシや契などの地縁的関係をマウ jレ単位で調整していたのが、大洞契もしくは大洞会と呼ばれる、

マウルの全世帯から代表者が集った上で聞かれる会議である。年に数回、定期的に聞かれることが一

般的であった大洞契/大洞会では、プマシの調整やモスムの斡旋に関して問題があった場合、その旨

が話し合われ、契の結成なども議論の対象となったが、その運営において上下関係は厳格ではなく、

その規則や運営方法も文書化されてはいなかったため、異議申し立てを行うことも、必要に応じて運

営ルールを変えることも容易であった(イ・マンガプ、 1981、pp.200-230)。

以上の点から、 1950年代の農地改革を経た韓国農村は、血縁に基づく関係を補完するために上下関

係の緩いネットワークを幾重にも張り巡らし、その利害調整をマウル内全世帯参加の大洞契/大洞会

によって図っていたと見ることができる。これは農村住民から見ると、村内に張り巡らされた社会

ネットワークに加わることで農作業に必要な人員の融通や資金の調達といったメリットにアクセスす

ることができたことを意味する。そして、このアクセスの程度に住民間で不均衡が生じた場合には、

大洞契/大洞会においてそれを調整することが可能で、あった。以下では、こうした韓国農村の社会

ネットワークを大きく変化させた政策であるセマウル運動について見ていく。

3.セマウル運動期における上からの共同体形成

1960年代半ば以降、韓国は工業化の進展を受けて都市部の所得水準が向上する一方、都市と農村の

経済格差という問題を抱えるようになっていた。 1969年時点での農村部の所得水準は都市部の70%に

留まっており、人口の50%が農村に居住していた当時の韓国において、こうした農村部の立ち遅れは

深刻な問題と認識されていた(イ・マンガプ、 1981、pp.160-180)。この問題を解決する政策として

1970年に始められたのが、セマウル運動であった。

セマウル運動の直接的な契機となったのは、 1969年末から1970年初頭にかけて南東部を流れる河

川1.洛東江の流域で発生した洪水であった (Kim，2004， p. 190)。この洪水では、流域の複数の農村集

落が浸水被害に遭ったが、住民間の交流・協力関係が緊密であり、住民組織が形成されていた集落で

復興が早期に進んだ一方、そうした住民関係の乏しい集落では復興に長い時間を要した。この状況を

地方視察で目の当りにした大統領・朴正照は、 1970年4月に閣僚と全国の道知事を集めて聞いた全園

地方長官会議において、集落住民の自助努力と連帯意識による農村開発を進めていくよう指示し、こ

の開発を「新しい村づくり」と名付けた(イ・マンガプ、 1981;Kim， 2004)。この新しい村づくりは、

1972年に「新しい村運動」を意味する「セマウル運動jへと改称された。

セマウル運動は、全国の農村を約32000の集落に分けた上で、各集落にセマウル指導者と呼ばれる運

動員をー名ずつ選出させ、各々の集落がセマウjレ指導者を中心に農業の効率化や村内のインフラ建設

を進めていくという形で進められた。政府は、セマウル指導者のための研修機関を設けたり、各集落

にセメントなどの資材を配布したりするなどの間接的支援は行ったものの、それらを用いた具体的な
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施策については各集落の自主性に委ねることとした。ーたぴ農民が集落単位で政府からの配布物資の

用途を討議し、何らかの事業を行うに至った場合も、政府はその事業に対する人件費は拠出せず、当

該事業は住民の無償労働によって進められた。

このように、セマウル運動は住民側に相当の負担のかかる運営方式がとられたが、この運営方式を

維持し、円滑に進めようとする過程で政府は、先述のプマシや契に見られる住民同士の非公式の互助

関係を公的な制度へと代替する施策をとった。契を通じた相互金融の場合、政府は農協など正規金融

機関の支店網の拡充を進め、農村住民の資金がこれら金融機関へ流入することを促す一方、新たな正

規金融機関として相互信用金庫を全国各地に設立し(金珍ギュ、 2010、pp.16-19)、契を通じた金融

を、この相互信用金庫の監視下で行うことを法律で規定した(縄倉、 2013、p.27)。また、それまで慣

行として大洞契/大洞会を通じて行われていた地域住民総参加の協議を班常会として制度化し、地域

住民がセマウル指導者の下で協議に参加し、居住する集落において進められる事業や、その方針決定

に加わることを義務化した3。更に1976年には、各集落に lつずつセマウル運動に基づく営農会を設

立させ、この営農会の活動と重複する事業を住民が任意に行うことを禁止することで、農村住民がセ

マウル運動の枠外で互助関係を結び、資金の融通や営農上の便宜を図る道を封じた(チョン・ギファ

ン、 2003、pp.75-89)。

慣行に基づく既存の互助関係を行政機構に基づくものへの転換する一方で政府は、上述した約

32000の集落を、供与された資材の利用効率などを基に格付けし、所得向上に向けた自主的な努力が見

られない集落に対して財政支援減額などの懲罰的措置をとる一方、資材の有効活用や産業振興で成果

を見せた集落については、大統領自らがこれを表彰した(イ・ジス、 2010、pp.131-157)。セマウル指

導者に対する研修も、効率的な農法といった技術的な内容よりも、政府の推進する近代化政策の重要

性を理解させるといった精神的な内容が中心で、軍事教練に類似した詰め込み式教育であったとされ

る (Kimゅ 2004，pp.191-234)。班常会も、住民同士の協議の場として機能する一方、集落単位での事業

推進に消極的な住民がいなし功、をセマウル指導者や住民相互が監視する役割を担うものであった。し

かしこれは、班常会やそこで決められた集落の諸事業に全住民が強制参加させられるものであった一

方で、その諸事業から生じる便益に全住民がアクセスできることを示すものでもあった。嶋 (1985)

は、 1970年代半ばに居住していた忠清南道の農村で、セマウル指導者が集落での事業に消極的な住民

に業を煮やし、またその住民を叱責する場面があった一方、セマウル運動の結果として建設された公

民館は、集落の住民であれば誰でも利用できるものであったことを記している。また、政府による上

述の動員は、農村住民の意向を全く無視したものではなく、当時韓国の農村住民の聞に広く謄来して

いた豊かな生活への願望に政府が応じるという形で進められた(チョ・ヒヨン、 2013)点を考慮すれ

ば、必ずしも一方的な措置であったとは言い切れない。キム・ヒョンア (KimHyung A， 2004)は、セ

3 ただし、班常会は農村部のみに設定されたものではなく、 1976年にセマウル運動が都市部でも拡大実施されるよう

になった際、園内全域に設定された。
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マウル運動が平等性を有したものではなく、農村の所得格差を拡大させるものであったと批判してい

るが、それは上述のようにインフラ建設や営農事業での協力において成果を出した集落とそうでない

集落があったこと、すなわち集落聞での経済格差が生じたというものである。一つの集落の内部とい

う観点で見るならば、セマウル運動は住民全員を動員し、その反対給付として住民全員に動員による

便益へのアクセスを認めるものであったということができる。

セマウ jレ運動は、住民の自主的な取り組みに依拠するという公式の方針とは異なり、政府がその代

理人である各地のセマウル指導者を通じて農村住民を動員するものであった。同時にセマウル運動

は、その動員を最大限に効率的なものとするべく、それまで非公式な互助関係として営まれてきた農

村の慣行を、政府による公式の制度・組織へと置き換えていくものであった。これを住民の視点、から

見るならば、セマウル運動を通じた共同体慣行の制度化は、農村住民が従来の慣行に基づく社会ネッ

トワ}クにアクセスし、そこから便益をもたらすことを不可能にする一方、その代替として相互信用

金庫や営農会、班常会にアクセスし、それらの組織から便益を得る機会を提供したということができ

る。

1979年10月に提唱者である朴正照が暗殺された後、韓国政府はセマウル運動に代わる新たな農村政

策を導入した。次の節ではその政策と、その政策が公的な組織に依存する状況となっていた農村およ

び農村住民に与えた影響を見ていく。

4. 1980年代農村政策の変化とその影響

1980年に大統領となった全斗換は、セマウル運動を通じた農村部における社会ネットワークの制度

化・組織化を事実上撤回し、より市場原理に忠実な農村政策を進めることとした。全斗燦政権は農村

での経済活動に市場原理を導入し、農作物の生産効率を向上させるものとして、①農家一世帯あたり

の耕地面積拡大、および(~作業工程における農業機械の導入促進という 2 つの施策を進めた。

この方針転換を受けてセマウル運動は、 1980年末に政府直轄事業から公益法人による任意の活動へ

と、その位置付けが変更された。公式にはセマウル運動が中止ないし終了となった訳ではなく、あく

までその推進主体を政府から民間の法人へと移管するという措置であったが、民間の活動へと転換さ

れたことを受け、農村住民に班常会への出席や営農会への協力を義務付ける法律は廃止された。 2013

年現在もセマウル運動は公益法人セマウル運動中央会の推進する農村振興活動として存続している

が、公益法人移管後の同運動は完全な任意参加に基づくもので、集落単位で何らかの事業を行う場合

でも、セマウル指導者の呼びかけに応じた一部の住民のみで進められる(嶋、 1985)など、その影響

力は限定的である。

セマウjレ運動を民間の運動へと格下げする一方、政府は農家一世帯あたりの耕地面積を拡大させる

ため、 1985年に所得税法を改正し、 2ha以上の耕地面積を持つ農家の農業収入にかかる所得税を

3.9%から1.3%へと大幅に引き下げた(図表 l参照)。この時の税法改正では0.5ha以上の耕地面積
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を持つ農家全般の税率が引き下げられているが、その下げ幅が最も大きいのが、 2ha以上の耕地面

積を持つ世帯である。逆にこの時、耕地面積が0.5haに満たない世帯は税率がわずかではあるが引き

上げられている。その結果、累進課税の原則に反して耕地面積が大きく、従ってより多くの農業収入

が見込める世帯の方が税率が低いという状況が発生している。この税率の逆進性は、零細農家に離農

を促し、他方で耕地面積の大きい大規模農家の形成を促すものであったと見ることができる。

1960年代以降都市部で工業化が進行し、雇用の需要が発生していたことから、 1970年代を通じて韓

国の農村部は離農が進行し、空地となる農地が発生していた。こうした状況で上述の減税を行うこと

は、農家の側カミら見ると、空地となった農地を貸借もしくは売買で入手し、耕作面積を拡大させる誘

因として作用することとなった。 1970年代に韓国商工会議所が農村部における農外所得拡大キャン

ベーンとして進めた工場セマウル運動4が農村人口の l割も動員できずに事実上失敗 (Kim，2004)し、

農業所得、とりわけ稲作に大きく依存していた韓国農家は、この状況に応じて農地の借入ないし購入

を進めていった。その後1980年代後半から1990年代初頭にかけて、韓国政府は農地の売買による世帯

当たり耕地面積の拡大を促進する啓蒙活動を実施した(深川、 2013)50 

図表農業収入に対する所得税

世帯当り耕地面積 1970年 1975年 1980年 1985年

0.5ha未満 0.7 1.3 0.8 0.9 

0.5以上1.0ha未満 1.0 1.0 1.7 0.7 

1.0以上 1.5ha未満 1.2 1.4 2.3 0.6 

1.5以上 2.0ha未 1.4 2.0 2.9 0.8 

満

2.0ha以上 1.9 2.9 3.9 1.3 

単位・%

出典:倉持 (1994、p.340)

一世帯あたりの耕地面積拡大を促す一方で韓国政府は、農業機械の導入によって農作物の生産効率

を高め、より多くの農作物をより安価に生産する施策を進めた。 1970年代末まで、韓国の農業は本格

的な機械化を行っていなかったが、 1981年に政府はこれを改め、全国各地の農村集落に機械化営農団

とよばれる住民組織を設立するよう促した(倉持、 1994、p.331)。この機械化営農団は、 1つの集落

に住む農家が戸別に農業機械を購入するのではなく、集落単位で資金を出し合い、機械の共同購入を

4 セマウル運動の名称を冠してはいるが、政府・内務部による直轄事業ではなく、商工会議所が進めた民間ベースの

キャンペーンであった。

5 ただしこのキャンペーンは、農地取引に投機資金が流入し、地価を高騰させる結果をもたらしたため、細かいプロ

グラムの変更を行いながらも1999年までに中止された。
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促すというものである。先述のように韓国農家の一世帯当たり耕地面積は狭小であり、 1980年代以降

その拡大が促されたとはいえ、一世帯がlOha以上も耕作するアメリカやオーストラリアの農業に比

べれば依然として小規模な水準にとどまっていた。こうした状況で各世帯が自前の農業機械を導入す

ることは効率性が悪いとして、政府は農家が集落単位で機械を共同保有し、世帯当たりの機械への投

資額を抑制し、かつ購入された機械の運用効率を高めることを促したのである。機械化営農団に対し

ては政府から資金援助や、保有する機械への資産税減免などの助成がなされた(カン・ジョンイル、

1993)。

上記2つの措置は、同一の農村集落に住む世帯間の所得格差を拡大させる結果をもたらした。まず、

世帯当たりの耕作地を拡大させる施策については、全ての世帯が等しく農地を購入できたわけではな

かった。自分の住む集落内に空地となっている農地があっても、それが自身の耕作地と連続していな

ければ当該農地を購入する、もしくは借りることは難しい。空地となっていた農地を購入ないし貸借

ができた世帯がある一方、それができなかった世帯が生じたことにより、同一集落内に耕地面積を拡

大できた世帯と、そうでない世帯が混在する結果となった。 1990年代初頭までに耕作地面積を拡大さ

せることに成功し、最終的に 5ha以上の農地を持つに至った農家は約7万世帯であり、これは同時

期の韓国の農家世帯総数40万のうち、 20%程度である(倉持、 1994、pp.336-344)。他方で、残りの

80%の世帯は依然として一戸当たり 2ha未満の狭小な農地を耕作する状況にあった。

次に、機械化の促進への農村住民の対応を見てみると、住民の教育水準が世代ごとに異なる点が大

きく影響することとなった。 1940年代以降に生まれ、大韓民国成立後に教育を受けた層は、その大半

が初等・中等教育を受け、農業機械の操作やメンテナンスを自力でこなすだけの技能を持っていたが、

1930年代よりも前に生まれた層は日本統治下で教育を受けた人々であり、初等教育こそほほ全員が受

けていたものの、中・高等教育を受けていた者は僅少であった。 1990年代以前の韓国では、農業機械

を含む工業製品に対するメーカーのアフターサービスは一般的ではなく、そのメンテナンスは消費者

が直接行わなければならない状況であった。カン・ジョンイルら (1993)が農業機械を共有している

農村住民に対して行った調査によると、購入した機械のメンテナンスは、農村住民自身が整備に関す

る知識を身につけた上で行うのが一般的であった。そうした中では、教育歴の差異から生じる農業機

械の運用スキルの差は、自ずと機械化営農団を形成し、その一員となるか否かの差につながることと

なる。耕運機を例にとると、 1990年代初頭の時点での韓国全体における普及率6は60%であるが、こ

のうち、中・高等教育を受けた者の多い若年層を中心とする 5ha以上の農家の普及率が80%を超え

るのに対し、総じて低学歴な高齢層を中心とする零細農家への普及率は50%以下となっている(カン・

ジョンイル、 1993;倉持、 1994)。

農家による機械化への対応が、年齢によって相違を見せた理由としては、世代ごとの教育年数の違

6 ここでいう「普及」には、自家で農業機械を保有することのほか、機械化営農団を通じて機械を共有するケースも含

まれている。
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いに加え、教育内容の変化も挙げられる。 1945年に日本統治から解放されるまで、朝鮮の学校では日

本の植民地経営安定を目的として、修身や道徳といった思想教育が重視されていた(弘谷ほか、 1973、

pp.38-40)が、 1948年に大韓民国政府が樹立され、その教育制度が定まった後は、初等・中等教育に

おいて数学や技術系科目がより積極的に導入されるようになった。さらに、 1960年代に入札政府が

工業化を推進するようになると、高校及び大学における機械工学や数学などの実務・実学教育は一層

拡充された(キム・ジョッキョ、 2012)01980年代は、この拡充された実務・実学志向の教育を受けた

最初の世代が中年に差しかかり、農業経営を主導するようになる時代でもあった。

耕地面積の拡大と機械化を促進したことは農村住民一人当たりの農業所得に大きな影響を与えた。

図表2は、保有農地の面積別に見た、農家一世帯あたりの農業所得である。本図表だけを見ると、耕

地面積2ha以上の農家と同0.5ha未満の農家との所得格差はいずれの年も 5倍前後で推移している。

しかし、この数値は、機械化による労働力の削減を反映していない。先述のように、韓国の農村には

農家に雇用される労働者としてモスムと呼ばれる人々がいたが、このモスムは、 1980年代以降の機械

化推進によってその数を大きく減らしている O 倉持 (1994)によると、 1975年の時点で耕地面積2ha 

以上の農家ではモスムを含めて一世帯あたり3.64人が農作業をしていたが、これが1985年には同2.96

人へと22%減少している。他方、 0.5ha未満の農家では、同期間にモスムを含めた一世帯当たり労働

者数が2.39人から2.1人に、 13%減少している。減少幅は 2ha以上の農家の方が大きく、従って労働

者 l人あたりの収入格差は拡大している 7。加えて、大規模農家と零細農家の聞では、この平均労働

者数の減少をもたらした原因は大きく異なっている。大規模農家の場合、農作業を機械化することで

モスムの雇用人数を削減するという、積極的な理由によって一世帯辺りの労働者数が減少したが、零

細農家の場合、農作業を担っていた家族労働力が都市へ流出するという、消極的な理由で労働力が減

少している(倉持、 1994・パク・テシクほか、 2012)。労働力の減少が機械化によって代替されなかっ

た零細農家では、営農者の高齢化による体力低下もあって労働力不足が起こることとなり、政府は全

国の大学生に一定期間零細農家での営農に従事することを義務付ける措置をとるなどして、これに対

処することとなった(イ・ヨンギ、 2012)。しかし、政府によって動員された大学生は、その人数も、

農業労働者としての質も時期ごとのばらつきが激しく、大規模農家が導入した農業機械に比べ、代替

労働力として著しく安定性に欠けた。

耕作地の拡大と機械化促進への対応をめぐっては、農村住民の年齢による体力などの差異も影響を

与えた。 1930年代以前に生まれた層は、 1980年代の時点で既に50代に達しており、 40代以下の若い層

と比べて機械操作の技能を取得することも容易ではなく、また耕作地を拡大し、より多くの農業収入

を得ょうとする意識にも乏しくなりがちであった(倉持、 1994;加藤、 1998)02000年代に入るまで平

7 この労働者の中には、農地を保有・耕作する世帯の家族とモスムの双方が含まれている。キム・ソンホによると、モ

スムは単年で雇用契約を結び、農閑期には解雇されるという不安定な地位の代替として賃金水準が高く設定され、そ

の年収が世帯主と同水準にあった(今村、 1994、pp.110-140)。このことから本稿では、一戸平均の労働者減がモスム

の減少によるものなのか、家族労働者の減少によるものなのかは区別していない。
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図表2:耕地面積別に見た農家一世帯あたりの年間農業所得

0-0.5ha 0.5 -1.0ha 1.0 -1.5ha 1.5 -2.0ha 2.0ha以上

1970年 82，887 156，197 238，488 321，366 405，927 

1974年 239，473 454，386 662，639 904，569 1，263，972 

1985年 1，332，203 2，571，052 3，975，003 5，431，621 7，207，347 

単位・ウォン

出典:KOSIS (http://kosis.krlups/ups_01ListOl.jsp?pubcode=SW: 2013年4月5日閲覧)

均寿命が70歳に満たなかった韓国では、 50歳を過ぎた農民たちは、体力的な衰えもあり、自分たちの

生計が維持できる程度の営農規模のままでいることが一般的であった8。高齢期に入札体力が衰え

た後も肉体労働を基本とする農業に従事することは容易ではないが、中・高等教育を受けた者がほと

んどおらず、その年齢の高さゆえに新たに技能を習得することも容易ではなかった彼らは、農外収入

を得ることも難しく、結果的に従来通り零細規模で生計維持目的の営農を続けざるを得なかった(高

安、 2009)。

これらの結果として、 1980年代以降の韓国農村は、政府の耕作地拡大奨励に応じて新たな農地を手

に入れ、同時に機械化促進に対応して機械化営農団という新たなネットワ}クを形成した1940年代生

まれの若年層と、耕作地を拡大する意思や体力に乏しく、また機械化に対応できる技能を持たないた

めに新たなネットワークを形成できなかった1930年代生まれの高齢層とに分かれていくこととなっ

た。耕作地を拡大した、ないしその意思を持つ若年層は、機械化営農聞を通じて農業機械を共有する

という互助関係を結び、そのつながりを介して農業生産効率を向上させるという便益を得ることがで

きたが、一方で高齢層は従来通りの零細規模で、手作業を主とする営農方式を維持することとなった。

本稿の問題意識からこの状況を捉えると、 1980年代、セマウル運動を通じた社会ネットワークの制

度化と動員が中止され、新たな社会ネットワークを形成する段階において、若年層が機械化営農団を

通じた新たな互助関係を結んだ一方、高齢層はそうした互助関係を結ばなかったということができ

る9。次の節では、こうした相違が、 2種類の異なる農民の生活にどのように影響したのかを見てい

く。

5.新たなネットワーク形成における小農の位相

1980年代初頭から中盤にかけて、比較的若い年齢層の農民が機械化営農団の形成を通じた農業機械

8 韓国で基礎年齢年金の支給が開始され、国民皆年金が実現したのは2007年であり、それまでは高齢期に入った農村

住民も営農を続けて生計を維持せざるを得なかった。

9 こうした状況を促した副次的な要因として、韓国の職業プレステージにおいて農業を始めとする肉体労働が劣位に

置かれており、全体として農地や営農権を次世代に相続していく意識が乏しいことが挙げられる。韓国における職業

観については有国 (2006)を参照されたい。
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の共有と耕地面積の拡大に成功したことは、農産物価格の低下をもたらした。 1980年代に本格化した

食文化の多様化によるコメ需要の低下に加え、 1989年に韓国政府が高米価政策に基づくコメの固定価

格での買い上げをやめ、農協での入札を通じた買い上げへと食糧管理方法を変更した10ことも追い風

となり、 1987年から1993年にかけて、韓国でのコメの単位当たり卸売価格は約30%の下落幅を見せた

(三浦、 2005)。

1990年代のウルグアイ・ラウンドと、 1996年の世界貿易機関加入を経て、韓国は農産物の貿易自由

化を進めることとなったが、大規模な耕作地を持ち、近隣世帯と共有する大型の機械を用いて効率的

な営農をすることに成功した世帯は、こうした価格ヲIき下げ圧力にも対応することができ、 2000年代

に入っても、 6ha以上の耕地面積を有する約2割の農家は生計を立てるのに十分な農業収入を得て

いる(倉持、 2008)。これは、見方を変えれば、大規模農家がその規模の経済を生かすのみならず、農

業機械の世帯聞での共有を通じて設備投資を抑制することで農産物価格を引き下げ、尚且つ1990年代

以降の価格引き下げ圧力にも耐えることが可能になったということになる。

他方で、耕作地拡大と機械化に対応しきれなかった零細農は、機械化営農団による互助関係に加わ

れなかったことにより、市場競争で不利な立場に立たされることになった。規模の経済や効率的な機

械化によって大規模農家が農産物の卸売価格を引き下げることができた一方、狭小な耕作地で手作業

中心の営農に頼っていた彼らの農産物が相対的に割高となるためである。上述のように、 1989年以降

コメの買い上げは固定価格ではなく入札制によるものとなったため、原価が割高となった零細農家の

農産物は、原価では農協に買い取られることすらない状況となった。零細農家はやむなく農産物を大

規模農家と同等の廉価で販売せざるを得なくなったが、原価が割高な農産物を廉価で販売することは、

場合によっては逆ざやが発生し、零細農が負債を背負い込む可能性をも含んでいた。耕作地を拡大せ

ず、機械化営農団を組むこともなかった零細農の営農方式は、持続不可能なものとなっていたのであ

る。合理性に即して考えるならば、ここで零細農は離農し、より持続可能な職業へと転職することに

なるが、上述のように教育水準が低く、また高齢ゆえに新たな技能の習得も難しくなっていた彼らは

農外収入を得る手段に乏しく、また都市に出て新たな職に就くことも困難であった(高安、 2009)。

ここからは、大規模農家の間で形成された農業機械の共同運用という社会ネットワークは、零細農

家をそのメンバーから消極的ながらも排除するものであったと考えることができる。大規模農家から

見れば、営農方法に大きな違いがあり、農業機械の共有もできない零細農家と互助関係を結ぶ意義が

見いだせない。また零細農家の視点から見れば、大規模農家は効率的な営農によって農産物価格を引

き下げ、結果的に自分たちを厳しい価格競争に引き込む存在となる。このように、大規模農家と零細

農家の間では、営農上の利害関係に大きな食い違いが生じてしまっているのである。機械化営農団を

組織した大規模農家の聞では機械の共有という互助関係が存在し、そこから各農家は農業機械の購入

費用を抑制できるという便宜を得ているが、同じ集落に住んでいても、零細農家はこうした互助関係

10 ウルグアイ・ラウンド後の本格的な貿易自由化を見据えた措置であった。
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の外に置かれてしまっている。

大規模農家のみが社会ネットワークを形成し、そこから便益を得る一方、零細農家がそこから排除

される構造が一層強化されたのが、 1991年以降全国各地の農村で設立されるようになった委託営農会

社である。これは、原理的には機械化営農団を営利目的の民間企業として運営するものであり、非効

率的な手作業ゆえに農産物の原価が割高となっている零細農家から作業工程の一部を引き受け、機械

を用いた効率的な方法でその作業をこなす見返りとして、作業を委託した零細農家から相応の手数料

をとるというものである。カン・ジョンイルら (1993)が慶尚北道において行った調査によると、委

託営農会社経営者の約半数は機械化営農団の運営にも携わった経験があり、各地の委託営農会社は当

該地域の機械化営農団をベースに設立される場合が多かった。委託営農会社は、運営に関わる大規模

農家から見れば農業機械の効率的運用と手数料収入が見込めるものであった。他方で零細農家の立場

から見ると、委託営農会社に非効率な作業を委託することは割高な原価を低減させることに貢献した

が、委託手数料の支払いという負担が生じるため、原価低減幅は大規模農家ほどではなかった。委託

手数料の額は、作業工程をどこまで委託するかによっても変化するが、 1993年時点の標準的な事例で

は一世帯当たり月額20万ウォン程度にもなった(カン・ジョンイル、 1993)。これは、当時の零細農家

の平均月収の20%にも達する額であった。この手数料負担の結果、零細農家は委託作業を経て収穫さ

れた農産物を大規模農家と同等水準の価格で販売しでも、大規模農家の約70%の収入しか得られな

かった(深川、 2005)。委託営農会社は1990年代を通じて全国の農村に普及し、 2000年代に入ると、全

農家のうち20%の世帯が、自らの耕作地と委託に出された耕作地を含め、全国の耕作地の80%を耕作

するほどになった(倉持、 2008)。委託営農会社を通じた取引が行われるようになった結果、大規模農

家と零細農家の聞には、互助関係ではなくサービスの提供とそれに対する対価の支払いという取引関

係が成立した。

深川 (2005)は1990年代半ば以降、委託営農会社の多くが過当競争のために手数料を切り下げ、業

績不振に陥ったことを指摘した上で、零細農家の手数料負担は過当競争のために軽減され、同負担を

考慮しでも零細農家が大規模農家比で同一量当たり70%の所得水準を維持できたと論じている。そし

てこの70%という所得水準が、離農し、農地を売却ないし貸与した時の収入よりも多いとして、零細

農家による作業委託が零細農家にメリットをもたらすものであったとしている。しかしこの議論は、

零細農家と大規模農家との聞に生じる同一量当たり30%の所得格差を零細農家にとってリーズナブル

なものとして説明できていない。技能の乏しさや老齢年金の未整備により、零細農家の多くを占める

高齢者が離農したくてもできない状況にあった点を考慮すれば、上述した零細農家の状況は、その担

い手の主体的な意思による結果であるとはいえない。

6.結論

1950年の農地改革以降、韓国の農村は零細な自作農が乱立することとなった。その零細性からくる
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生産効率の低さを補うべく、 1950年代以降の韓国農村では契やプマシといった互助関係が集落単位で

形成され、さらにそれら互助関係を調整する組織として集落住民全員の参加による大洞契/大洞会が

聞かれ、集落の住民全員が集落内に張り巡らされた社会ネットワークにアクセスする機会を持ってい

たと言える。

1970年代のセマウル運動は、そうした住民同士の互助関係を政府の統制下にある組織・制度へと置

き換えるものであった。班常会やセマウル営農会などの政府系組織と活動の重複する互助関係は法律

で禁止され、住民は従来社会ネットワークから得ていた便益にアクセスしようとする場合、政府系組

織に参加することを強いられた。しかし、これは社会ネットワークとそこから得られる便益を住民の

ボランタリーな活動によるものから政府の体系的な活動によるものへと転換するものではあっても、

集落の住民全員が社会ネットワ}クから便益を得る機会を損なうものではなかった。

1980年代に入札セマウル運動が事実上中止されると、同運動に基づく官製社会ネットワークは機

能を停止し、農村には社会ネットワークの空白状態が生じた。この空白状態は、 1970年代末時点での

住民関係が官製のものであり、従って、 1960年代以前に見られたような生活慣行に根差した関係に比

べ、政府の一存による廃止が容易であったことによっても促された。セマウル運動に代わって政府が

始めた市場原理重視の農村政策は、この空白状態の中から農業機械を共有する大規模農家同士の新た

なネットワークを生む要因となった。このネットワークは農地改革後、およびセマウル運動中のネッ

トワークと異なり、集落の住民全員を網羅するものではなく、市場志向の新たな農村政策に対応でき

る農家のみによって構成され、それ以外の零細農家を含まないものであった。この結果、新たな社会

ネットワークを結ぶことに成功し、そこから生産コストの抑制とそれによる農産物の価格競争力強化

という便益を得ることのできた農村住民は、 1990年代以降の農産物貿易の自由化にも対応することが

できたが、そこに加われなかった農家は、低下する農産物価格と、その一方で、の委託費用の支払いと

いう負担を抱えることになったのである。

以上のことから、 1980年代以降の韓国の農村で著しい世帯間所得格差が存在し、農村集落としての

紐帯の欠落が指摘されるようになった状況は、 1980年のセマウル運動中止後に行われた新たな農村政

策が、セマウル運動以前のような集落住民を包括する社会ネットワークを形成せず、大規模農家だけ

を構成員とする社会ネットワークを生み出したものと説明することができる。農業機械の共同運用を

媒介とする新しい社会ネットワークは、零細農家にとって加わることの出来ないものであり、従って

零細農家に便益をもたらすものとならなかった。

本研究の分析からは、政府による上からのコミュニティ形成やネットワーク作りに内在するリスク

を見出すことができる。 1990年代以降、韓国(深川、 2013)のほか、ウズベキスタン(樋渡、 2008)

など、世界の少なからぬ国でコミュニティ形成を上から促進しようとする政策が検討ないし展開され

ているが、政府のコミュニティをめぐるアプローチは、既に住民の聞に形成されているネットワーク

に与える影響を考慮しながら進められる必要がある。

他方で本研究には、今後明らかにしていくべき課題もある。本研究は1950年代から1990年代半ばま
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でを対象として韓国農村の両極化メカニズムを見てきたが、冒頭にも述べたように、この農村の両極

化問題は2000年代に入った今日でも解決していない。 1990年代半ば以降、韓国が農産物貿易の自由化

に踏み切る中で、本研究で見た農村における農家の両極化がどのように悪化もしくは改善し、今日に

至っているのか、フォローを行っていく余地がある。

付記:本稿は、 2013年6月23日に神戸大学で行われた日本比較政治学会研究大会における分科会報告「非継続

的農村政策の社会ネットワークに対する影響:韓国を事例として」を下地として作成したものである。報告の

席上、有益なご指摘を下さった先生方に、改めて御礼申し上げる。
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